
1 

ミヒャエル・キューネン 
 

NSDAPのプログラム 

新着コメント 
 

パート3 

 
 

3  

リビングスペース 
 

"我々は、国民を養い、余剰人口を定住させるための土地と土壌（植民

地）を要求する。" 

 

ヨーロッパの植民地帝国の時代は終わった。1945年以降、ドイツ国民の活

力は弱体化し、もはや人口余剰がないばかりか、わが国は世界で最も出生

率が低く、このままでは自らを死に追いやることになる。  

 

しかし、この綱領の主張は依然として有効であるだけでなく、国家社会主

義運動の最も重要な要求の一つでさえある。時間的制約のある定式化の背

後には、民族が生存し発展していくためには、十分で安全な生活空間が必

要であり、「空間のない民族」であるドイツ人が未来を望むならば、この

問題を解決しなければならないという、時代を超越した認識がある！ 
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居住空間に対する要求は依然としてNSDAPの中心的な関心事であり、こ

の綱領のポイント3でもそのように位置づけられている。しかし、提案さ

れている解決策は、政治状況によって変化する：  
 

当初は、その文言が示すように、ドイツの植民地支配を取り戻す方向で考

えていた。今日ではもちろん、もはやそのような問題はない。  

 

その後、ソビエト連邦が崩壊した後、広大なロシアに十分な居住空間を確

保することが望まれた。ロシアは「ドイツのインド」となり、大英帝国に

とってのインドと同じような役割をドイツに果たすことになった。この解

決策は、世界をボリシェヴィズムの災いから解放し、ヨーロッパの植民地

帝国やアメリカの権力的・政治的利益を脅かすことはなかっただろう。最

終的には、大陸大都市圏による世界秩序が形成されただろう：西ヨーロッ

パの植民地帝国、中・東ヨーロッパのドイツ勢力圏、アメリカの支配下に

あるアメリカ半球、そして日本主導の大アジア秩序である。これらの圏域

を区分することは確かに困難な作業であったが、第二次世界大戦のような

自滅的な闘争を引き起こすことはなかっただろう：世界を大きな領域に分

割することで、平和を維持し、ドイツに必要な生活空間を確保することが

できたのである。 
 

自給自足できる広大な地域は、世界貿易と世界通貨秩序、要するにドル帝

国主義による世界支配という彼らの構想にはそぐわないし、そぐわないの

だ。想像を絶する盲目さと超国家的大国の圧力の下で、西側諸国は我々ア

メリカの指導の下、ドイツに対して殲滅戦争を行い、その一方でドイツは

ボリシェヴィズムを粉砕しようとした！その結果、ドイツは分断され、

ヨーロッパ諸国民は宇宙人の超大国アメリカとソ連の属国となった。ヨー

ロッパの富裕層によるこの前代未聞のヨーロッパへの裏切りは、我々の運

動に劇的な方向転換を要求している：  

 

今日の主敵はもはやソ連ではなく、明らかに資本主義世界である！  

 

だからこそ、NSDAPも東方拡大の考えを放棄し、ソ連との平和的で公正

な利害の明確化と線引きを目指しているのである！ 
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とはいえ、ピンチに陥った私たちは、種の保存と種の発展のために十分な

生息地を必要としている。しかし、そのためには新たな解決策が必要であ

る：  
 

この解決策は、ドイツ国民国家の復活と拡大ではなく、ライヒシディーに

ある！  
 

もちろん、政治的状況がそれを許すのであれば、ドイツ民族国家の形成を

否定するものではないが、これを決定的な目的とはまったく考えていな

い！  
 

1945年まで、こうした目標は主としてドイツ国民国家の権力手段によって

達成されると信じられてきた。今日、ドイツ国民国家がこの要求を実現す

ることは、これまで以上に困難であると考えなければならない：  
 

おそらく、近隣諸国と超国家的大国は直ちに再び手を結び、2度の世界大

戦で追求されたドイツの破壊を完成させるだろう！ 
 

それゆえ、ドイツの構成州のひとつで政権を握ることになる国家社会主義

党は、すべてのドイツ人を大ドイツ人民共同体および国家に統合しようと

努めるだろうが、ドイツ民族国家の形成に止まることなく、革命をヨー

ロッパ的なものへと急速に前進させようとしなければならない！未来の国

家社会主義革命は、ヨーロッパの革命となるだろう！このようにしての

み、ドイツに対する第三次絶滅戦争を回避することができ、しかもわが党

の目的を実現することができるのである！ 
 

このヨーロッパ革命のイデオロギー的基盤は、ゲルマン民族がローマから

受け継ぎ、その担い手が1000年にわたり主にドイツ人であった帝国の理念

であり、この理念は1815年までドイツ民族の神聖ローマ帝国、すなわちド

イツ人の第一帝国で具体化されていた。この帝国は、後に1918年までビス

マルクの第二帝国ではなく、オーストリア＝ハンガリー君主制を反映した

ものであったが、権力政治の面ではドイツ国民に支えられていたとして

も、ドイツ国民国家として単独で存在したことはなかった。この帝国は常
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に超国家的秩序として、ヨーロッパ諸国を組織する神聖な金庫として考え

られていた。このような帝国は、第二次世界大戦中にも、ヨーロッパ、ア

ラビア、そして遠く離れた世界各地から集まった志願兵が、国家社会主義

に基づく超国家的な大秩序のために戦い、命を落としたヨーロッパ・

ヴァッフェン＝SSの隊列の中に出現した！ 
 

これが、国家社会主義運動が創り出そうとする第四帝国の本質に違いな

い！この第四帝国では、「わが民族のための生活空間」の問題も解決され

るであろう！ 
 

十分な居住空間とは一体何を意味するのか？  

 居住空間とは、無価値な砂漠の集合体ではなく、ほぼ自給自足で住民の

食料と原材料の供給を確保できる地政学的な大領域のことである。ドイツ

のLebensfragenにとって、これは次のような意味である：われわれの生活

圏は、ヨーロッパ全体と、アラビア、ペルシャ、トルコのイスラム世界で

ある！食料と原材料の面でも、技術力、経済力、軍事力、科学力の面で

も、この大都市圏は、資本主義世界からも共産主義世界からも独立し、難

攻不落の潜在的な世界大国であり、第三の道に従い、国家社会主義革命を

勝利に導くことができる。 
 

このような帝国は、パワーポリティクスの観点からこの生活空間を組織す

るものであり、食料、原材料の供給、経済といった地政学的な基盤に基づ

くだけでなく、精神的な基盤にも基づいている。精神的な基盤にも基づい

ている。資本主義、共産主義、世界の二分割に対するアラブとヨーロッパ

のナショナリズムのつながり、シオニズムに対する共通の敵意、ヨーロッ

パ、小アジア、北アフリカの長期にわたる相互影響と浸透、イスラムと国

家社会主義の並行する基盤と利害関係、その他もろもろ！ 
 

この第四帝国は超国家的秩序となるが、国際的な民族の寄せ集めではな

い！それは国家社会主義の思想に基づくものであり、したがって、自由

で、誇り高く、自信に満ちた諸国民が、この秩序の枠内で、その本性に

従って生き、発展することができ、またそうあるべきである。  

 この帝国の建設において、NSDAPの指導の下にあるドイツ民族は、決定

的な任務と意義を持つことになる。第四帝国においては、ドイツ民族の自
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決、平等な権利、生活空間が確保され、ドイツ人の閉鎖された居住地域が

歴史的正義に従って回復され、恒久的平和が可能となる！ 
 

NSDAP党綱領の最初の3点は、党の国家的要求を表している。これらは、

上に述べたような基礎の上に、ヨーロッパの偉大な生活空間の超国家的秩

序としての第四帝国が現実のものとなったときに実現されるであろう。  

 

そのために私たちは戦っている！ 
 
 

4  

国籍と市民権 
 

「市民とは、人民の同志である者だけである。ドイツ人の血を引く者だけ

が、告白のいかんにかかわらず、フォルクスゲノッセになれる。したがっ

て、ユダヤ人はフォルクスゲノッセにはなれない。" 

 

民族とは、同じ血が混じり、共通の言語、文化、歴史を持つ人々の有機的

な共同体である。  

 

民族とは、人が運命によって生まれ、その中で人格が形成され完成される

自然の共同体である。民族共同体に対する意志、自分の民族の性格と本質

に対する冷静で自信に満ちた誇り、自分の小さな自己を民族の種の保存と

発展のために従属させる決意、これらすべてが人間生活の意味と価値を構

成する。同胞の外では、人間は究極的に非社会的な生活を送り、自然に反

し、生命に敵対する。  
 

だからこそ国家社会主義は、国民の一人一人に、国民共同体に溶け込み、

そのために働くことを要求するのであり、国家社会主義党は反対意見を撃

退し、国民が自覚的な一員となるよう教育し始めるのである！ 
 

その構成員が国籍を公言し、その種の保存と発展のために働き、意識的に

共同体に溶け込んでいる人々の共同体を国家と呼ぶ。国民とは対照的に、

国家は自然的なものではなく、文化的な共同体、つまり意志の共同体であ
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る！ 
 

すべての国家は意志の共同体であるが、よく知られているように、すべて

の国家が国家という理念の上に成り立っているわけではない。宗教的ある

いはイデオロギー的な考え方に基づく国家もあれば、権力や組織に対する

政治的あるいは経済的な意志に基づく国家、あるいは単に周辺諸国に対す

る拒絶に基づく国家もある。国家社会主義は、自然的共同体と文化的共同

体との間に溝を作り、人間を種と自然に沿った生活から疎外するからであ

る。この疎外は、人間生活の同一性、性格、意味を破壊する。  
 

国家社会主義は、「自然への回帰」を説いているのではない。文化を求

め、文化を創造する能力に、人間の生物学的本性を特徴づける自然な気質

を見出すのである。しかし、文化的共同体は自然的共同体の上に築かれな

ければならず、両者の間に疎外があってはならず、すべての文化的努力は

自然的共同体の種、すなわち家族、人間、人種の保存と発展に奉仕しなけ

ればならないと主張する！  
 

だからこそ、国家社会主義もまた、国家は結束したフォルクスゲマイン

シャフトを基礎として建設されなければならないと主張するのである！ 
 

共同体（国家）への意志は、民族の生存とより高い発展を可能にし、その

ための前提条件となる。このような意志は、この目的のために権力構造を

形成する。国家の存在はそれ自体が目的ではないし、決して目的であって

はならない。国家は、国家の意志の共同体に権力手段を提供し、それに

よって国家の種の保存と発展を保証するために存在するだけである。 
 

したがって、倫理的に正当化される国家とは、国民国家のみである。超国

家的構造を支持するために、国民国家は、その権力手段の全部または一部

を放棄することができ、また放棄することができるにすぎない： 
 

  これこそ、第四帝国のNSDAPが目指したものである。一方、今日のEC

は、例えば、進化した民族を破壊し、人種混合された画一的な人間と標準

化された資本主義的消費者ロボットを促進するための道具として、厳しく

拒絶されるべきものである！ 
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国家への帰属は市民権によって証明される。閉鎖的な国民共同体とい

う考え方に基づかない国家は、帰化や国外追放を極めて恣意的に進め

る！ 
 

  一方、国家は国民の意志の共同体であり、原則として、その前提条件

によってのみ国民の一員を国民として認めることができる--国民は皆、

国家共同体に適合し、そのために働くことを要求される。外国人にそ

れを要求することも期待することもできない。したがって、外国人に

市民権を与えることはできない！ 
 

今日、人は複数の国籍を持つことができるが、一つの民族にしか属す

ることができない！したがって、国家社会主義では、市民権は原則と

して民族性にのみ起因していた！  

 しかし、階級、富、宗教、宗派は、市民権の権利と義務にはまったく

関係なく、ドイツ民族の一員であることだけが決定的だった。 
 

しかし、ユダヤ教は宗派ではなく、独自の民族宗教を持つ民族であ

る。ユダヤ人はドイツ人ではない！ 
 
 

5  

すべての非ドイツ人に対する外国人法 
 

「市民権を持たない者は、ドイツにゲストとしてしか住むことができ

ず、外国人法の下に置かれなければならない。 
 

国家社会主義の世界観に従い、原則としてドイツ民族のみが国家社会

主義ドイツ国家の市民権を取得または保持することができる。ドイツ

国民の概念と、人種的疎外からドイツ国民を守るために必要な措置

は、1935年のニュルンベルク人種法によって明確にされている！これ

らはNSDAPを拘束している。 
 

したがって、ナチスによる占領後、ドイツに住むすべての非ドイツ人

（ドイツで生まれた者も含む）、およびニュルンベルク人種法に規定
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されるすべての混血児は、一般にドイツ国籍を失い、外国人法の適用

を受ける。  

 

この点で、民族社会主義党は、民族と民族は生物学的に異なるもので

あり、それゆえ、その種類に応じて発展する権利を有し、またその機

会を受け、あるいは争わなければならないという認識に導かれてい

る。したがって、国家社会主義者とその党の非ドイツ人に対する態度

は、嫌悪、憎悪、侮蔑によって特徴づけられるのではなく、外国の国

籍を尊重すると同時に、自国の国籍を守るという決意によって決定さ

れる！ 
 

したがって、外国人に関する法律は、外国人の国籍を貶めようという

意図から形成されたものではなく、ドイツ人を保護し、外国人に自分

の国籍を保持する機会を与えようとするものである！  

 

このような外国人法制を形成するために、国家には2つの選択肢があ

る：  

 

自国の生活圏に閉鎖的な外国民族集団が永続的に存在すると仮定し、

そこに住む民族または民族集団の別個の発展を可能にするために、対

応する民族集団の権利を与えることができる。これはいわゆる移民国

家に当てはまる。あるいは、自国の生活空間への外国民族の永続的定

住を防ぎ、そこに住む外国人を一時的な客人とみなすという目的から

進む。 
 

人口が密集し、生活空間がすでに寸断され、狭いスペースに詰め込ま

れているドイツは、明らかに移民の国ではない！  

 それゆえNSDAPは、マイノリティの権利に基づくのではなく、ゲスト

の権利に基づく外国人法制の制定にも力を注いでいる！  
 

NSDAPは外国人嫌いでも外国人排斥でもない。世界中からドイツへの

客を歓迎している：  

 

しかし、客は歓迎されるときに来て、歓迎される限り滞在し、ホスト

の神経を逆なでする前に去る！  
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 だからNSDAPは、ドイツにおける閉鎖的な外国民族の定住を容認せ

ず、それが起こったところではそれを取り消す！  

 そして、ドイツで一時的に学び、働き、住み、亡命を享受するすべて

の非ドイツ人が、ドイツ国民のゲストであることを自覚し、それに

従って行動し、歓待の権利を乱用したり、定住への招待であると誤解

したりしないことを期待する！ 
 

国家社会主義が戦うのは、他の人々と同じように外国国家の一員とし

て尊重するユダヤ人個人ではなく、世界ユダヤ人の組織的権力を代表

するシオニズムの世界支配の努力である。 
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